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議第101号議案 

知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例 

知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年宮城県条例第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」

という。）第243条の２の８第１項の規定に基づき、知事若しく

は県の委員会の委員若しくは委員又は県の職員（法第243条の２

の９第３項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以

下「知事等」という。）の県に対する損害を賠償する責任（次条

において「知事等の損害賠償責任」という。）の一部の免責につ

いて定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」

という。）第243条の２の７第１項の規定に基づき、知事若しく

は県の委員会の委員若しくは委員又は県の職員（法第243条の２

の８第３項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以

下「知事等」という。）の県に対する損害を賠償する責任（次条

において「知事等の損害賠償責任」という。）の一部の免責につ

いて定めるものとする。 

（知事等の損害賠償責任の一部免責） （知事等の損害賠償責任の一部免責） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

(1) 地方警務官（警察法（昭和29年法律第162号）第56条第１ (1) 地方警務官（警察法（昭和29年法律第162号）第56条第１

議 第 101 号 議 案 －4－



項に規定する地方警務官をいう。以下同じ。）以外の知事等 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第173条の５第１

項第１号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額

に、次に掲げる地方警務官以外の知事等の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める数を乗じて得た額 

項に規定する地方警務官をいう。以下同じ。）以外の知事等 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第173条の４第１

項第１号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額

に、次に掲げる地方警務官以外の知事等の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める数を乗じて得た額 

ア～エ ［略］ ア～エ ［略］

(2) 地方警務官 地方自治法施行令第173条の５第１項第２号

に規定する地方警務官の基準給与年額に、次に掲げる地方警

務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額 

(2) 地方警務官 地方自治法施行令第173条の４第１項第２号

に規定する地方警務官の基準給与年額に、次に掲げる地方警

務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額 

ア・イ ［略］ ア・イ ［略］

附 則 

この条例は、令和８年９月24日から施行する。 

令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

議 第 101 号 議 案 －5－



議第102号議案 

宮城県県税条例の一部を改正する条例 

第１条 宮城県県税条例（昭和25年宮城県条例第42号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（督促） （督促） 

第17条 ［略］ 第17条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第13条及び法第74条の11の規定によって納期限を延長した

徴収金、第14条第１項、第14条の２第１項、法第15条第１項及

び第２項、法第15条の４第１項、法第73条の27の３から第73条

の27の７まで並びに法第144条の29第１項の規定によって徴収

猶予をした徴収金又は法第16条の２の規定によって納付若し

くは納入の委託を受けた徴収金については、第１項本文の規定

にかかわらず、当該延長又は徴収猶予若しくは委託を受けた期

限又は期間内にこれを完納しない場合でなければ督促状を発

することができない。 

３ 第13条及び法第74条の11の規定によって納期限を延長した

徴収金、第14条第１項、第14条の２第１項、法第15条第１項及

び第２項、法第15条の４第１項、法第73条の27の３から第73条

の27の７まで、法第164条第２項並びに法第144条の29第１項の

規定によって徴収猶予をした徴収金又は法第16条の２の規定

によって納付若しくは納入の委託を受けた徴収金については、

第１項本文の規定にかかわらず、当該延長又は徴収猶予若しく

は委託を受けた期限又は期間内にこれを完納しない場合でな

ければ督促状を発することができない。 

議 第 102 号 議 案 －6－



  

第２条 宮城県県税条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（寄附金税額控除） 

第27条 ［略］ 

２ 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に

支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超

える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た金額の５分の２（当該納税義務者が指

定都市の区域内に住所を有する場合には、５分の１）に相当す

る金額とする。ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の

第25条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の

20に相当する金額と77万2,000円（当該納税義務者が指定都市

の区域内に住所を有する場合には、38万6,000円）とのいずれ

か低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。 

 

（寄附金税額控除） 

第27条 ［略］ 

２ 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に

支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超

える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た金額の５分の２（当該納税義務者が指

定都市の区域内に住所を有する場合には、５分の１）に相当す

る金額（当該金額が当該納税義務者の第25条及び前条の規定を

適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超え

るときは、当該100分の20に相当する金額）とする。 

 

(1)～(3) ［略］ (1)～(3) ［略］ 

議 第 102 号 議 案 －7－



  

附 則 附 則 

  

（個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除） （個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第５条の４ 平成22年度から令和25年度までの各年度分の個人

の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき

租税特別措置法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受

けた場合（同法第41条第１項に規定する居住年（以下この条及

び附則第25条第２項において「居住年」という。）が平成21年

から令和12年までの各年である場合に限る。）には、法附則第

５条の４第１項第１号に掲げる金額から同項第２号に掲げる

金額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、零とす

る。）の５分の２（当該納税義務者が地方自治法第252条の19第

１項の市（以下「指定都市」という。）の区域内に住所を有す

る場合には、５分の１）に相当する金額（以下この項において

「控除額」という。）を、当該納税義務者の第25条及び第26条

の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所

第５条の４ 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人

の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき

租税特別措置法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受

けた場合（同法第41条第１項に規定する居住年（以下この条及

び附則第25条第２項において「居住年」という。）が平成21年

から令和７年までの各年である場合に限る。）には、法附則第

５条の４第１項第１号に掲げる金額から同項第２号に掲げる

金額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、零とす

る。）の５分の２（当該納税義務者が地方自治法第252条の19第

１項の市（以下「指定都市」という。）の区域内に住所を有す

る場合には、５分の１）に相当する金額（以下この項において

「控除額」という。）を、当該納税義務者の第25条及び第26条

の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所

議 第 102 号 議 案 －8－



得税に係る所得税法第89条第２項に規定する課税総所得金額、

課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額（居住年が平

成28年から令和７年までの各年である場合には、当該納税義務

者の前年分の所得税に係る同法第86条第２項に規定する基礎

控除の額（租税特別措置法第41条の16の２第１項の規定の適用

がある場合には、その適用後の額）から48万円を控除して得た

額（当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。）

を加算した額）の100分の２（当該納税義務者が指定都市の区

域内に住所を有する場合には、100分の１）に相当する金額（当

該金額が３万9,000円（当該納税義務者が指定都市の区域内に

住所を有する場合には、１万9,500円）を超える場合には、３

万9,000円（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有す

る場合には、１万9,500円）。以下この項において「控除限度額」

という。）を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に

相当する金額とする。 

得税に係る所得税法第89条第２項に規定する課税総所得金額、

課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額（居住年が平

成28年から令和７年までの各年である場合には、当該納税義務

者の前年分の所得税に係る同法第86条第２項に規定する基礎

控除の額（租税特別措置法第41条の16の２第１項の規定の適用

がある場合には、その適用後の額）から48万円を控除して得た

額（当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。）

を加算した額）の100分の２（当該納税義務者が指定都市の区

域内に住所を有する場合には、100分の１）に相当する金額（当

該金額が３万9,000円（当該納税義務者が指定都市の区域内に

住所を有する場合には、１万9,500円）を超える場合には、３

万9,000円（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有す

る場合には、１万9,500円）。以下この項において「控除限度額」

という。）を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に

相当する金額とする。 

２ 県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成26年から令和

３年までであって、かつ、租税特別措置法第41条第５項に規定

する特定取得又は同条第12項に規定する特別特定取得に該当

２ 県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成26年から令和

３年までであって、かつ、租税特別措置法第41条第５項に規定

する特定取得又は同条第16項に規定する特別特定取得に該当

議 第 102 号 議 案 －9－



する同条第１項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定す

る住宅借入金等の金額を有する場合における前項の規定の適

用については、同項中「100分の２」とあるのは「100分の2.8」

と、「100分の１」とあるのは「100分の1.4」と、「３万9,000円」

とあるのは「５万4,600円」と、「１万9,500円」とあるのは「２

万7,300円」とする。 

する同条第１項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定す

る住宅借入金等の金額を有する場合における前項の規定の適

用については、同項中「100分の２」とあるのは「100分の2.8」

と、「100分の１」とあるのは「100分の1.4」と、「３万9,000円」

とあるのは「５万4,600円」と、「１万9,500円」とあるのは「２

万7,300円」とする。 

  

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第５条の５ 第27条の規定の適用を受ける県民税の所得割の納

税義務者が、同条第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に

該当する場合又は第25条第２項に規定する課税総所得金額、課

税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であっ

て、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の２

第１項、附則第17条第１項、附則第18条、附則第20条、附則第

21条第１項、附則第21条の２第１項又は附則第23条第１項の規

定の適用を受けるときは、第27条第２項に規定する特例控除額

は、同項第２号及び第３号の規定にかかわらず、当該納税義務

者が前年中に支出した法第37条の２第２項に規定する特例控

第５条の５ 第27条の規定の適用を受ける県民税の所得割の納

税義務者が、同条第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に

該当する場合又は第25条第２項に規定する課税総所得金額、課

税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であっ

て、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の２

第１項、附則第17条第１項、附則第18条、附則第20条、附則第

21条第１項、附則第21条の２第１項又は附則第23条第１項の規

定の適用を受けるときは、第27条第２項に規定する特例控除額

は、同項第２号及び第３号の規定にかかわらず、当該納税義務

者が前年中に支出した法第37条の２第２項に規定する特例控

議 第 102 号 議 案 －10－



除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合（当

該各号に掲げる場合の２以上に該当するときは、当該各号に定

める割合のうち最も低い割合）を乗じて得た金額の５分の２

（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合に

は、５分の１）に相当する金額とする。ただし、当該相当する

金額が当該納税義務者の第25条及び第26条の規定を適用した

場合の所得割の額の100分の20に相当する金額と77万2,000円

（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合に

は、38万6,000円）とのいずれか低い金額を超えるときは、当

該いずれか低い金額とする。 

除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合（当

該各号に掲げる場合の２以上に該当するときは、当該各号に定

める割合のうち最も低い割合）を乗じて得た金額の５分の２

（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合に

は、５分の１）に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の

第25条及び第26条の規定を適用した場合の所得割の額の100分

の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当す

る金額）とする。 

 

(1)～(5) ［略］ (1)～(5) ［略］ 

  

（未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る県民税の所得計算

の特例） 

（未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る県民税の所得計算

の特例） 

第22条の３ ［略］ 第22条の３ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 未成年者口座及び租税特別措置法第37条の14の２第５項第 ３ 未成年者口座及び租税特別措置法第37条の14の２第５項第

議 第 102 号 議 案 －11－



５号に規定する課税未成年者口座を開設する県民税の所得割

の納税義務者の同条第４項第３号に規定する基準年の前年12

月31日又は令和５年12月31日のいずれか早い日までに契約不

履行等事由が生じた場合には、法附則第35条の３の４第３項各

号に定めるところにより、県民税に関する規定を適用する。こ

の場合には、令附則第18条の６の３第３項に規定するところに

より、租税特別措置法第37条の14の２第４項第１号から第３号

までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事

業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年

者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金

額、譲渡所得の金額及び雑所得との金額とを区分して、これら

の金額を計算する。 

５号に規定する課税未成年者口座を開設する県民税の所得割

の納税義務者の同条第４項第３号に規定する基準年の前年12

月31日又は令和５年12月31日のいずれか早い日までに契約不

履行等事由が生じた場合には、法附則第35条の３の３第３項各

号に定めるところにより、県民税に関する規定を適用する。こ

の場合には、令附則第18条の６の３第３項に規定するところに

より、租税特別措置法第37条の14の２第４項第１号から第３号

までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事

業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年

者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金

額、譲渡所得の金額及び雑所得との金額とを区分して、これら

の金額を計算する。 

４ 前項の場合において、法附則第35条の３の４第３項第１号か

ら第３号までの規定により譲渡があったものとみなされる未

成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第33条第

３項の規定の例によって算定した当該未成年者口座内上場株

式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はそ

の譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、

４ 前項の場合において、法附則第35条の３の３第３項第１号か

ら第３号までの規定により譲渡があったものとみなされる未

成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第33条第

３項の規定の例によって算定した当該未成年者口座内上場株

式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はそ

の譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、

議 第 102 号 議 案 －12－



県民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみな

す。 

県民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみな

す。 

  

第３条 宮城県県税条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

附 則 附 則 

  

第５条の６ 平成26年度から令和30年度までの各年度分の個人

の県民税についての第27条及び前条（これらの規定を次条の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、第27条第２項第１号の表195万円以下の金額の項中

「100分の85」とあるのは「100分の84.895」と、同表195万円

を超え330万円以下の金額の項中「100分の80」とあるのは「100

分の79.79」と、同表330万円を超え695万円以下の金額の項中

「100分の70」とあるのは「100分の69.58」と、同表695万円を

超え900万円以下の金額の項中「100分の67」とあるのは「100

第５条の６ 平成26年度から令和20年度までの各年度分の個人

の県民税についての第27条及び前条（これらの規定を次条の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、第27条第２項第１号の表195万円以下の金額の項中

「100分の85」とあるのは「100分の84.895」と、同表195万円

を超え330万円以下の金額の項中「100分の80」とあるのは「100

分の79.79」と、同表330万円を超え695万円以下の金額の項中

「100分の70」とあるのは「100分の69.58」と、同表695万円を

超え900万円以下の金額の項中「100分の67」とあるのは「100

議 第 102 号 議 案 －13－



分の66.517」と、同表900万円を超え1,800万円以下の金額の項

中「100分の57」とあるのは「100分の56.307」と、同表1,800

万円を超え4,000万円以下の金額の項中「100分の50」とあるの

は「100分の49.16」と、同表4,000万円を超える金額の項中「100

分の45」とあるのは「100分の44.055」と、前条第３号中「100

分の50」とあるのは「100分の49.16」と、同条第４号中「100

分の60」とあるのは「100分の59.37」と、同条第５号中「100

分の75」とあるのは「100分の74.685」とする。 

分の66.517」と、同表900万円を超え1,800万円以下の金額の項

中「100分の57」とあるのは「100分の56.307」と、同表1,800

万円を超え4,000万円以下の金額の項中「100分の50」とあるの

は「100分の49.16」と、同表4,000万円を超える金額の項中「100

分の45」とあるのは「100分の44.055」と、前条第３号中「100

分の50」とあるのは「100分の49.16」と、同条第４号中「100

分の60」とあるのは「100分の59.37」と、同条第５号中「100

分の75」とあるのは「100分の74.685」とする。 

２ 令和31年度以後の各年度分の個人の県民税についての第27

条及び前条（これらの規定を次条の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）の規定の適用については、当分の間、第27

条第２項第１号の表195万円以下の金額の項中「100分の85」と

あるのは「100分の84.95」と、同表195万円を超え330万円以下

の金額の項中「100分の80」とあるのは「100分の79.9」と、同

表330万円を超え695万円以下の金額の項中「100分の70」とあ

るのは「100分の69.8」と、同表695万円を超え900万円以下の

金額の項中「100分の67」とあるのは「100分の66.77」と、同

表900万円を超え1,800万円以下の金額の項中「100分の57」と

 

議 第 102 号 議 案 －14－



あるのは「100分の56.67」と、同表1,800万円を超え4,000万円

以下の金額の項中「100分の50」とあるのは「100分の49.6」と、

同表4,000万円を超える金額の項中「100分の45」とあるのは

「100分の44.55」と、前条第３号中「100分の50」とあるのは

「100分の49.6」と、同条第４号中「100分の60」とあるのは「100

分の59.7」と、同条第５号中「100分の75」とあるのは「100分

の74.85」とする。 

  

第７条の２ 平成28年度から令和30年度までの各年度分の個人

の県民税についての前条の規定の適用については、同条第２項

の表中「85分の５」とあるのは「84.895分の5.105」と、「80分

の10」とあるのは「79.79分の10.21」と、「70分の20」とある

のは「69.58分の20.42」と、「67分の23」とあるのは「66.517

分の23.483」と、「57分の33」とあるのは「56.307分の33.693」

とする。 

第７条の２ 平成28年度から令和20年度までの各年度分の個人

の県民税についての前条の規定の適用については、同条第２項

の表中「85分の５」とあるのは「84.895分の5.105」と、「80分

の10」とあるのは「79.79分の10.21」と、「70分の20」とある

のは「69.58分の20.42」と、「67分の23」とあるのは「66.517

分の23.483」と、「57分の33」とあるのは「56.307分の33.693」

とする。 

２ 令和31年度以後の各年度分の個人の県民税についての前条

の規定の適用については、当分の間、同条第２項の表中「85分

の５」とあるのは「84.95分の5.05」と、「80分の10」とあるの

 

議 第 102 号 議 案 －15－



は「79.9分の10.1」と、「70分の20」とあるのは「69.8分の20.2」

と、「67分の23」とあるのは「66.77分の23.23」と、「57分の33」

とあるのは「56.67分の33.33」とする。 

  

第４条 宮城県県税条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（地方消費税の納税義務者等） 

第51条の２ 地方消費税は、事業者の行った課税資産の譲渡等

（消費税法第２条第１項第９号に規定する課税資産の譲渡等

のうち、特定資産の譲渡等（同項第８号の２に規定する特定資

産の譲渡等をいう。）並びに同法その他の法律又は条約の規定

により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるも

の以外のものをいう。）及び特定課税仕入れ（消費税法第５条

第１項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又

は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び

免除されるもの以外のものをいう。）については、当該事業者

 

（地方消費税の納税義務者等） 

第51条の２ 地方消費税は、事業者の行った課税資産の譲渡等

（消費税法第２条第１項第９号に規定する課税資産の譲渡等

のうち、特定資産の譲渡等（同項第８号の２に規定する特定資

産の譲渡等をいう。）並びに同法その他の法律又は条約の規定

により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるも

の以外のものをいう。）及び特定課税仕入れ（消費税法第５条

第１項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又

は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び

免除されるもの以外のものをいう。）については、当該事業者

議 第 102 号 議 案 －16－



（消費税法第９条第１項本文の規定により消費税を納める義

務が免除される事業者（同法第15条第１項に規定する法人課税

信託等の受託者にあっては、同条第３項に規定する受託事業者

及び同条第４項に規定する固有事業者に係る消費税を納める

義務が全て免除される事業者に限る。）を除く。）に対し、譲渡

割により、同法第２条第１項第11号に規定する課税貨物（同法

その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないことと

されるもの及び免除されるものを除く。）については、当該課

税貨物を消費税法第２条第１項第２号に規定する保税地域か

ら引き取る者に対し、貨物割により課する。 

 

（消費税法第９条第１項本文の規定により消費税を納める義

務が免除される事業者（同法第15条第１項に規定する法人課税

信託等の受託者にあっては、同条第３項に規定する受託事業者

及び同条第４項に規定する固有事業者に係る消費税を納める

義務が全て免除される事業者に限る。）を除く。）に対し、譲渡

割により、同法第２条第１項第11号に規定する課税貨物（輸入

品に対する内国消費税の徴収等に関する法律（昭和30年法律第

37号）その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこ

ととされるもの及び免除されるものを除く。）については、当

該課税貨物を消費税法第２条第１項第２号に規定する保税地

域から引き取る者に対し、貨物割により課する。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

  

第５条 宮城県県税条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（不動産取得税の課税標準の特例） 

 

（不動産取得税の課税標準の特例） 

議 第 102 号 議 案 －17－



第53条の２ 住宅の建築（新築された住宅でまだ人の居住の用に

供されたことのないものの購入を含むものとし、令第37条の16

に規定するものに限る。）（法第73条の14第１項第１号及び第２

号に掲げる住宅（当該住宅に係る建築確認を受けた時におい

て、当該住宅の建築をする土地の全部が同項第１号イからホま

でに掲げる区域外又は都市計画法（昭和43年法律第100号）第

７条第１項に規定する市街化調整区域のうち法第73条の14第

１項第２号イ若しくはロに掲げる区域外にあった場合におけ

る当該住宅を除く。第60条第１項において「特定区域内住宅」

という。）の新築（新築された住宅でまだ人の居住の用に供さ

れたことのないものの購入を含む。）を除く。）をした場合にお

ける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準

の算定については、１戸（共同住宅、寄宿舎その他これらに類

する多数の人の居住の用に供する住宅（以下不動産取得税にお

いて「共同住宅等」という。）にあっては、居住の用に供する

ために独立的に区画された一の部分で令第37条の17に規定す

るもの）について1,200万円を価格から控除するものとする。 

第53条の２ 住宅の建築（新築された住宅でまだ人の居住の用に

供されたことのないものの購入を含むものとし、令第37条の16

に規定するものに限る。）をした場合における当該住宅の取得

に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、１

戸（共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の

用に供する住宅（以下不動産取得税において「共同住宅等」と

いう。）にあっては、居住の用に供するために独立的に区画さ

れた一の部分で令第37条の17に規定するもの）について1,200

万円を価格から控除するものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

議 第 102 号 議 案 －18－



３ 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅（既存

住宅（新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのな

いもの以外の住宅で令第37条の19第１項に規定するものをい

う。第60条第３項において同じ。）のうち地震に対する安全性

に係る基準として令第37条の19第２項に規定する基準（第61条

の２第１項において「耐震基準」という。）に適合するものと

して令第37条の19第３項に規定するものをいう。第60条第２

項、第３項及び第12項において同じ。）を取得した場合におけ

る当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の

算定については、１戸について、当該住宅が新築された時にお

いて施行されていた法第73条の14第１項の規定により控除す

るものとされていた額を価格から控除するものとする。 

３ 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅（既存

住宅（新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのな

いもの以外の住宅で令第37条の18第１項に規定するものをい

う。第60条第３項において同じ。）のうち地震に対する安全性

に係る基準として令第37条の18第２項に規定する基準（第61条

の２第１項において「耐震基準」という。）に適合するものと

して令第37条の18第３項に規定するものをいう。第60条第２

項、第３項及び第12項において同じ。）を取得した場合におけ

る当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の

算定については、１戸について、当該住宅が新築された時にお

いて施行されていた法第73条の14第１項の規定により控除す

るものとされていた額を価格から控除するものとする。 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

７ ［略］ ７ ［略］ 

(1) 当該住宅が令第37条の19第３項の規定に該当する住宅で

あることを明らかにする書類 

(1) 当該住宅が令第37条の18第３項の規定に該当する住宅で

あることを明らかにする書類 

(2) ［略］ (2) ［略］ 

８～12 ［略］ ８～12 ［略］ 
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（住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額） （住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額） 

第60条 県税事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合に

は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、

当該税額から150万円（当該土地に係る不動産取得税の課税標

準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した

数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅（特定区域

内住宅を除くものとし、令第39条の２の４第１項に規定する住

宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。）１

戸（共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に

区画された一の部分で同条第２項に規定するもの）についてそ

の床面積の２倍の面積の平方メートルで表した数値（当該数値

が200を超える場合には、200とする。）を乗じて得た金額が150

万円を超えるときは、当該乗じて得た金額）に税率を乗じて得

た額を減額する。 

第60条 県税事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合に

は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、

当該税額から150万円（当該土地に係る不動産取得税の課税標

準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した

数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅（令第39条

の２の４第１項に規定する住宅に限る。以下この条において

「特例適用住宅」という。）１戸（共同住宅等にあっては、居

住の用に供するために独立的に区画された一の部分で同条第

２項に規定するもの）についてその床面積の２倍の面積の平方

メートルで表した数値（当該数値が200を超える場合には、200

とする。）を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗

じて得た金額）に税率を乗じて得た額を減額する。 

(1)～(3) ［略］ (1)～(3) ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ ［略］ ８ ［略］ 
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(1) 当該土地の上にある住宅が令第37条の19第３項の規定に

該当する住宅であることを明らかにする書類 

(1) 当該土地の上にある住宅が令第37条の18第３項の規定に

該当する住宅であることを明らかにする書類 

(2) ［略］ (2) ［略］

９～12 ［略］ ９～12 ［略］ 

附 則 附 則 

（不動産取得税の課税標準の特例） （不動産取得税の課税標準の特例） 

第11条 ［略］ 第11条 ［略］ 

２ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87

号）第11条第１項に規定する認定長期優良住宅である住宅（第

53条の２第１項に規定する特定区域内住宅を除く。）の新築を

令和11年４月１日から令和13年３月31日までの間にした場合

における第53条の２第１項の規定の適用については、同項中

「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律（平成20年法律第87号）第11条第１項に規定する認定長

期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは

「については、当該取得が令和11年４月１日から令和13年３月

２ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87

号）第11条第１項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新

築を令和13年３月31日までにした場合における第53条の２第

１項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるの

は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第

87号）第11条第１項に規定する認定長期優良住宅である住宅の

新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得

が令和13年３月31日までに行われたときに限り」と、「1,200万

円」とあるのは「1,300万円」とする。 
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31日までの間に行われたときに限り」と、「1,200万円」とある

のは「1,300万円」とする。 

３～６ ［略］ ３～６ ［略］ 

  

第６条 宮城県県税条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

附 則 附 則 

  

（不動産取得税の課税標準の特例） （不動産取得税の課税標準の特例） 

第11条 都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）第23条に規

定する認定事業者が同法第24条第１項に規定する認定計画に

基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第

25条に規定する認定事業（その事業区域の全部又は一部が同法

第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内

にあるものにあっては、令附則第７条第11項第２号に掲げる要

件を満たすものに限る。）の用に供する不動産を取得した場合

第11条 都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）第23条に規

定する認定事業者が同法第24条第１項に規定する認定計画に

基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第

25条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合

における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課

税標準の算定については、当該取得が令和５年４月１日から令

和11年３月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の
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における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課

税標準の算定については、当該取得が都市再生特別措置法等の

一部を改正する法律（令和８年法律第23号）の施行の日から令

和11年３月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の

価格の５分の１に相当する額を価格から控除する。ただし、当

該取得が都市再生特別措置法第２条第５項に規定する特定都

市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該

不動産の価格の２分の１に相当する額を価格から控除する。 

価格の５分の１に相当する額を価格から控除する。ただし、当

該取得が同法第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整備

地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の

２分の１に相当する額を価格から控除する。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 都市再生特別措置法第109条の７第２項第１号に規定する者

が同法第109条の９の規定による公告があった同法第109条の

７第１項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基

づき同法第81条第１項に規定する立地適正化計画に記載され

た同条第17項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業

区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取

得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、

当該取得が令和９年３月31日までに行われたときに限り、当該

不動産の価格の５分の１に相当する額を価格から控除する。 

５ 都市再生特別措置法第109条の７第２項第１号に規定する者

が同法第109条の９の規定による公告があった同法第109条の

７第１項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基

づき同法第81条第１項に規定する立地適正化計画に記載され

た同条第13項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業

区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取

得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、

当該取得が令和９年３月31日までに行われたときに限り、当該

不動産の価格の５分の１に相当する額を価格から控除する。 
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６ ［略］ ６ ［略］ 

  

第７条 宮城県県税条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

附 則 附 則 

  

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第５条の５ 第27条の規定の適用を受ける県民税の所得割の納

税義務者が、同条第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に

該当する場合又は第25条第２項に規定する課税総所得金額、課

税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であっ

て、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の２

第１項、附則第17条第１項、附則第18条、附則第20条、附則第

21条第１項、附則第21条の２第１項若しくは附則第23条第１項

又は法附則第35条の３の６第１項の規定の適用を受けるとき

は、第27条第２項に規定する特例控除額は、同項第２号及び第

第５条の５ 第27条の規定の適用を受ける県民税の所得割の納

税義務者が、同条第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に

該当する場合又は第25条第２項に規定する課税総所得金額、課

税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であっ

て、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の２

第１項、附則第17条第１項、附則第18条、附則第20条、附則第

21条第１項、附則第21条の２第１項又は附則第23条第１項の規

定の適用を受けるときは、第27条第２項に規定する特例控除額

は、同項第２号及び第３号の規定にかかわらず、当該納税義務
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３号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した

法第37条の２第２項に規定する特例控除対象寄附金の額の合

計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める割合（当該各号に掲げる場合の

２以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低

い割合）を乗じて得た金額の５分の２（当該納税義務者が指定

都市の区域内に住所を有する場合には、５分の１）に相当する

金額とする。ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第

25条及び第26条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の

20に相当する金額と77万2,000円（当該納税義務者が指定都市

の区域内に住所を有する場合には、38万6,000円）とのいずれ

か低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。 

者が前年中に支出した法第37条の２第２項に規定する特例控

除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合（当

該各号に掲げる場合の２以上に該当するときは、当該各号に定

める割合のうち最も低い割合）を乗じて得た金額の５分の２

（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合に

は、５分の１）に相当する金額とする。ただし、当該相当する

金額が当該納税義務者の第25条及び第26条の規定を適用した

場合の所得割の額の100分の20に相当する金額と77万2,000円

（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合に

は、38万6,000円）とのいずれか低い金額を超えるときは、当

該いずれか低い金額とする。 

(1)～(4) ［略］ (1)～(4) ［略］ 

(5) 前年中の所得について附則第16条の２第１項、附則第18

条、附則第21条第１項、附則第21条の２第１項若しくは附則

第23条第１項又は法附則第35条の３の６第１項の規定の適

用を受ける場合 100分の75 

(5) 前年中の所得について附則第16条の２第１項、附則第18

条、附則第21条第１項、附則第21条の２第１項又は附則第23

条第１項の規定の適用を受ける場合 100分の75 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条の規定 公布の日

(2) 第２条並びに次項及び附則第３項の規定 令和９年１月１日

(3) 第３条の規定 令和10年１月１日

(4) 第４条の規定 令和10年４月１日

(5) 第５条及び附則第５項から第７項までの規定 令和11年４月１日

(6) 第６条及び附則第８項の規定 公布の日又は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和８年法律第23号）の施行の日のい

ずれか遅い日 

(7) 第７条及び附則第４項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第 号）の施

行の日の属する年の翌々年の１月１日 

（県民税に関する経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の宮城県県税条例第27条第２項及び附則第５条の５の規定は、令和10年度以後の年度分の個人の県民税に

ついて適用し、令和９年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の宮城県県税条例附則第５条の４の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所得

税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第12号。以下この項において「所得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の

租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条第１項に規定する居住用家屋（同条第16項の規定により同条第１項に規定する居住用家
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屋とみなされる同条第16項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第17項の規定により同条第１項に規定する既存

住宅とみなされる同条第17項に規定する特例既存住宅及び同条第35項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第

35項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第17項の規定により同条第１項に規定する増改築等をした

家屋とみなされる同条第17項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。）又は

同条第６項に規定する認定住宅等（同条第18項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第18項に規定する特例

認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者

が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第41条第１項に規定する居住用家屋（同条第20項の規定によ

り同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第20項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第35項の規定

により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第35項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該

増改築等に係る部分に限る。）又は同条第10項に規定する認定住宅等（同条第21項の規定により同条第10項に規定する認定住宅等とみな

される同条第21項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、

なお従前の例による。 

４ 第７条の規定による改正後の宮城県県税条例附則第５条の５の規定は、附則第１項第７号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌

年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、同日の属する年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。 

（不動産取得税に関する経過措置） 

５ 第５条の規定による改正後の宮城県県税条例（以下「新条例」という。）第53条の２第１項の規定は、附則第１項第５号に掲げる規定

の施行の日（以下「５号施行日」という。）以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、５号施行日前の不動産

の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 

議 第 102 号 議 案 －27－



６ 新条例第60条第１項の規定は、５号施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、５号施行日前の不動

産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 

７ 新条例附則第11条第２項の規定は、５号施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、５号施行日前の

不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 

８ 第６条の規定による改正後の宮城県県税条例附則第11条第１項の規定は、附則第１項第６号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の

取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例に

よる。 

令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

議 第 102 号 議 案 －28－



議第103号議案 

県税減免条例の一部を改正する条例 

県税減免条例（昭和35年宮城県条例第14号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

附 則 附 則 

１～10 ［略］ １～10 ［略］ 

（東日本大震災に係る不動産取得税の減免） （東日本大震災に係る不動産取得税の減免） 

11 不動産取得税の納税者又は納税義務者が、東日本大震災によ

り滅失又は損壊した家屋（以下「被災家屋」という。）に代わ

る家屋（次項及び附則第13項において「代替家屋」という。）

を取得した場合において、地方税法等の一部を改正する法律（令

和８年法律第２号。以下この項、附則第15項及び附則第24項に

おいて「令和８年改正法」という。）附則第８条第６項の規定

により読み替えて適用される法附則第51条第１項及び令和８年

改正法附則第８条第１項の規定によりなお従前の例によること

11 不動産取得税の納税者又は納税義務者が、東日本大震災によ

り滅失又は損壊した家屋（以下「被災家屋」という。）に代わ

る家屋（次項及び附則第13項において「代替家屋」という。）

を取得した場合において、法附則第51条第１項の規定の適用を

受けるときは、第４条第１項の規定は、適用しない。 

議 第 103 号 議 案 －29－



とされる令和８年改正法第１条の規定による改正前の法（附則

第15項及び附則第24項において「令和８年改正前の地方税法」

という。）附則第51条第１項の規定の適用を受けるときは、第

４条第１項の規定は、適用しない。 

12 ［略］ 12 ［略］ 

13 不動産取得税の納税者又は納税義務者が、代替家屋の敷地の

用に供する土地で被災家屋の敷地の用に供されていた土地（以

下「従前の土地」という。）に代わる土地の取得をしたときは、

当該取得が令和９年３月31日までに行われたときに限り、当該

土地の取得に対して課する不動産取得税を減免する。 

13 不動産取得税の納税者又は納税義務者が、代替家屋の敷地の

用に供する土地で被災家屋の敷地の用に供されていた土地（以

下「従前の土地」という。）に代わる土地の取得をしたときは、

当該取得が令和８年３月31日までに行われたときに限り、当該

土地の取得に対して課する不動産取得税を減免する。 

14 ［略］ 14 ［略］ 

15 附則第13項の規定は、令和８年改正法附則第８条第７項の規

定により読み替えて適用される法附則第51条第２項及び令和８

年改正法附則第８条第１項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる令和８年改正前の地方税法附則第51条第２項の規定

の適用がある場合には、適用しない。 

15 附則第13項の規定は、法附則第51条第２項の規定の適用があ

る場合には、適用しない。 

16 不動産取得税の納税者又は納税義務者が、平成23年３月11日

に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故

16 不動産取得税の納税者又は納税義務者が、平成23年３月11日

に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故

議 第 103 号 議 案 －30－



（以下「原子力発電所の事故」という。）に関して原子力災害

対策特別措置法（平成11年法律第156号）第20条第２項の規定に

より原子力災害対策本部長（同法第17条第１項に規定する原子

力災害対策本部長をいう。以下同じ。）が市町村長又は都道府

県知事に対して行った法附則第55条第１項第１号に掲げる指示

の対象区域（原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別

措置法第20条第２項の規定により原子力災害対策本部長が市町

村長又は都道府県知事に対して行った指示において近く同号に

掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。）

のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が法附則第51

条第３項の規定により指定して公示した区域（以下「居住困難

区域」という。）内に当該居住困難区域を指定する旨の公示が

あった日において所在していた家屋（以下「対象区域内家屋」

という。）に代わる家屋（以下この項、次項及び附則第19項に

おいて「代替家屋」という。）の取得をしたときは、当該取得

が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があっ

た日から起算して３月（代替家屋が同日後に新築されたもので

あるときは、１年）を経過する日までの間に行われたときに限

（以下「原子力発電所の事故」という。）に関して原子力災害

対策特別措置法（平成11年法律第156号）第20条第２項の規定に

より原子力災害対策本部長（同法第17条第１項に規定する原子

力災害対策本部長をいう。以下同じ。）が市町村長又は都道府

県知事に対して行った法附則第55条第１項第１号に掲げる指示

の対象区域（原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別

措置法第20条第２項の規定により原子力災害対策本部長が市町

村長又は都道府県知事に対して行った指示において近く同号に

掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。）

のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が法附則第51

条第４項の規定により指定して公示した区域（以下「居住困難

区域」という。）内に当該居住困難区域を指定する旨の公示が

あった日において所在していた家屋（以下「対象区域内家屋」

という。）に代わる家屋（以下この項、次項及び附則第19項に

おいて「代替家屋」という。）の取得をしたときは、当該取得

が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があっ

た日から起算して３月（代替家屋が同日後に新築されたもので

あるときは、１年）を経過する日までの間に行われたときに限

議 第 103 号 議 案 －31－



り、当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税を減免す

る。 

り、当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税を減免す

る。 

17 ［略］ 17 ［略］ 

18 附則第16項の規定は、法附則第51条第３項の規定の適用があ

る場合には、適用しない。 

18 附則第16項の規定は、法附則第51条第４項の規定の適用があ

る場合には、適用しない。 

19・20 ［略］ 19・20 ［略］ 

21 附則第19項の規定は、法附則第51条第４項の規定の適用があ

る場合には、適用しない。 

21 附則第19項の規定は、法附則第51条第５項の規定の適用があ

る場合には、適用しない。 

22・23 ［略］ 22・23 ［略］ 

24 不動産取得税の納税者又は納税義務者が、東日本大震災によ

り被害を受けた家屋の復旧等に係る補助金又は交付金で知事が

定めるもの（以下この項及び附則第30項において「補助金等」

という。）の交付の対象となる事業（当該補助金等の交付の決

定を受けた法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若し

くは管理人の定めがあるものが行うものに限る。）により家屋

の取得をしたときは、令和８年改正法附則第８条第６項の規定

により読み替えて適用される法附則第51条第１項及び令和８年

改正法附則第８条第１項の規定によりなお従前の例によること

24 不動産取得税の納税者又は納税義務者が、東日本大震災によ

り被害を受けた家屋の復旧等に係る補助金又は交付金で知事が

定めるもの（以下この項及び附則第30項において「補助金等」

という。）の交付の対象となる事業（当該補助金等の交付の決

定を受けた法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若し

くは管理人の定めがあるものが行うものに限る。）により家屋

の取得をしたときは、法附則第51条第１項及び第４項の規定並

びに第４条、附則第12項及び附則第16項の規定の適用がある場

合を除き、当該取得が令和８年３月31日までに行われたときに

議 第 103 号 議 案 －32－



とされる令和８年改正前の地方税法附則第51条第１項並びに法

附則第51条第３項の規定並びに第４条、附則第12項及び附則第

16項の規定の適用がある場合を除き、当該取得が令和９年３月

31日までに行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課す

る不動産取得税を免除する。 

限り、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税を免除する。 

25～32 ［略］ 25～32 ［略］ 

  

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例（附則第11項の改正規定、附則第13項の改正規定、附則第15項の改正規定及び附則第24

項の改正規定（「第４項」を「法附則第51条第３項」に改める部分を除く。）に限る。）による改正後の県税減免条例の規定は、令和８

年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の県税減免条例（以下「新条例」という。）附則第13項の規定により不動産取得税の減免を受けようとする者に

係る新条例附則第29項において準用する新条例第９条第１項の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）前に到来し、又は施行日以後60日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわ

らず、施行日から起算して60日を経過した日とする。 

３ 新条例附則第24項の規定により不動産取得税の免除を受けようとする者に係る新条例附則第30項の規定による申請書の提出期限が、施

議 第 103 号 議 案 －33－



行日前に到来し、又は施行日以後60日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、

施行日から起算して60日を経過した日とする。 

令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

議 第 103 号 議 案 －34－



議第104号議案 

特定復興産業集積区域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 

特定復興産業集積区域における県税の課税免除に関する条例（平成24年宮城県条例第15号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（趣旨） 

第１条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法（平成23年法

律第122号。以下「法」という。）第７条第１項に規定する認定

復興推進計画に定められた所得税法等の一部を改正する法律

（令和８年法律第12号。以下「所得税法等改正法」という。）

附則第96条の規定による改正前の法（以下「旧復興特区法」と

いう。）第37条第１項に規定する特定復興産業集積区域（以下

単に「特定復興産業集積区域」という。）の区域内における県

税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法（平成23年法

律第122号。以下「法」という。）第７条第１項に規定する認定

復興推進計画に定められた法第37条第１項に規定する特定復興

産業集積区域（以下単に「特定復興産業集積区域」という。）

の区域内における県税の課税免除に関し必要な事項を定めるも

のとする。  

（事業税の免除） （事業税の免除） 

第２条 特定復興産業集積区域の区域内において、所得税法等の 第２条 特定復興産業集積区域の区域内において、東日本大震災

議 第 104 号 議 案 －35－



一部を改正する法律附則第96条の規定による改正前の東日本大

震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税

に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成23年総務省

令第168号。以下「省令」という。）第１条第１号に規定する対

象施設等（以下単に「対象施設等」という。）を同号に規定す

る認定日（以下単に「認定日」という。）から令和８年３月31

日（所得税法等改正法附則第72条第１項又は第80条第１項の規

定によりなおその効力を有する所得税法等改正法第11条の規定

による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の

臨時特例に関する法律（平成23年法律第29号）第10条又は第17

条の２の規定の適用を受ける場合にあっては、令和10年３月31

日）までの間（以下「対象期間」という。）に新設し、又は増

設した者（法第２条第３項第２号イ又はロに掲げる事業を実施

する個人事業者又は法人で旧復興特区法第37条第１項又は旧復

興特区法第39条第１項に規定する指定事業者に該当するもので

あって認定日から令和８年３月31日までの間に当該指定事業者

として指定を受けたもの（以下「指定事業者」という。）に限

る。）については、当該対象施設等を事業の用に供した日の属

復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴

う措置が適用される場合等を定める省令（平成23年総務省令第

168号。以下「省令」という。）第１条第１号に規定する対象施

設等（以下単に「対象施設等」という。）を同号に規定する認

定日（以下単に「認定日」という。）から令和８年３月31日ま

での間（以下「対象期間」という。）に新設し、又は増設した

者（法第２条第３項第２号イ又はロに掲げる事業を実施する個

人事業者又は法人で法第37条第１項又は法第39条第１項に規定

する指定事業者に該当するものであって対象期間に当該指定事

業者として指定を受けたもの（以下「指定事業者」という。）

に限る。）については、当該対象施設等を事業の用に供した日

の属する年又は事業年度以後５箇年の間の各年又は各事業年度

の所得又は収入金額（事業税の課税標準額となるものをいう。）

のうち当該対象施設等に係るものとして省令第２条に規定する

ところにより計算した額に対して課する事業税を免除する。 

議 第 104 号 議 案 －36－



する年又は事業年度以後５箇年の間の各年又は各事業年度の所

得又は収入金額（事業税の課税標準額となるものをいう。）の

うち当該対象施設等に係るものとして省令第２条に規定すると

ころにより計算した額に対して課する事業税を免除する。 

  

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の特定復興産業集積区域における県税の課税免除に関する条例（以下「新条例」という。）

第２条から第４条までの規定は、令和８年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 新条例第２条又は第３条の規定により県税の課税免除を受けようとする者に係る新条例第５条の規定による申請書の提出期限が、この

条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に到来し、又は施行日以後30日以内に到来する場合においては、同条の規定による申請書

の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して30日を経過した日とする。 

 

令和８年６月17日提出 

 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩        

議 第 104 号 議 案 －37－



議第105号議案 

地方活力向上地域における県税の課税免除等に関する条例の一部を改正する条例 

地方活力向上地域における県税の課税免除等に関する条例（平成27年宮城県条例第91号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（事業税の不均一課税） 

第２条 地域再生法第17条の６の地方公共団体等を定める省令

（平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。）第１条に

規定する公示日（以下「公示日」という。）から令和10年３月

31日までの間（以下「対象期間」という。）に、法第17条の２

第３項の規定に基づき、同条第１項に規定する地方活力向上地

域等特定業務施設整備計画（以下「特定業務施設整備計画」と

いう。）の認定を受けた同条第４項に規定する認定事業者（同

条第１項第１号に掲げる事業を実施する者に限る。）であって、

当該認定を受けた日から同日の翌日以後３年を経過する日まで

（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消された

ときは、その取り消された日の前日まで。次条において同じ。）

（事業税の不均一課税） 

第２条 地域再生法第17条の６の地方公共団体等を定める省令

（平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。）第１条に

規定する公示日（以下「公示日」という。）から令和８年３月

31日までの間（以下「対象期間」という。）に、法第17条の２

第３項の規定に基づき、同条第１項に規定する地方活力向上地

域等特定業務施設整備計画（以下「特定業務施設整備計画」と

いう。）の認定を受けた同条第４項に規定する認定事業者（同

条第１項第１号に掲げる事業を実施する者に限る。）であって、

当該認定を受けた日から同日の翌日以後３年を経過する日まで

（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消された

ときは、その取り消された日の前日まで。次条において同じ。）
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の間に、省令第２条第１号に規定する特別償却設備（以下単に

「特別償却設備」という。）を新設し、又は増設したものにつ

いて、当該特別償却設備（法第５条第４項第５号に規定する特

定業務施設の用に供するものに限る。以下この条において同

じ。）を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後３箇

年の間の各年又は各事業年度の所得又は収入金額（事業税の課

税標準額となるものをいう。）のうち当該特別償却設備に係る

ものとして省令第３条に規定するところにより計算した額に対

して課する事業税の税率は、宮城県県税条例（昭和25年宮城県

条例第42号）第41条、第47条並びに附則第10条の２及び第10条

の２の２の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年又は事業年

度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める税率とする。 

の間に、省令第２条第１号に規定する特別償却設備（以下単に

「特別償却設備」という。）を新設し、又は増設したものにつ

いて、当該特別償却設備（法第５条第４項第５号に規定する特

定業務施設の用に供するものに限る。以下この条において同

じ。）を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後３箇

年の間の各年又は各事業年度の所得又は収入金額（事業税の課

税標準額となるものをいう。）のうち当該特別償却設備に係る

ものとして省令第３条に規定するところにより計算した額に対

して課する事業税の税率は、宮城県県税条例（昭和25年宮城県

条例第42号）第41条、第47条並びに附則第10条の２及び第10条

の２の２の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年又は事業年

度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める税率とする。 

(1)～(3) ［略］ (1)～(3) ［略］ 

  

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の地方活力向上地域における県税の課税免除等に関する条例（以下「新条例」という。）第

２条及び第３条の規定は、令和８年４月１日から適用する。 
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（経過措置） 

２ 新条例第２条又は第３条の規定により県税の課税免除等の適用を受けようとする者に係る新条例第４条の規定による申請書の提出期

限が、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に到来し、又は施行日以後30日以内に到来する場合においては、同条の規定に

よる申請書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して30日を経過した日とする。 

 

令和８年６月17日提出 

 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩        

議 第 105 号 議 案 －40－



議第106号議案 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例（平成27年宮城県条例第97号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

県の執行機関 事 務 

教育委員会 ［略］ 

県の執行機関 事 務 

１ 知事 先天性血液凝固因子障害等に係る医療費用の交付に

関する事務であって別に規則で定めるもの 

２ 教育委員会 ［略］ 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

議 第 106 号 議 案 －41－



議第107号議案 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例等の一部を改正する条例 

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例の一部改正） 

第１条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例（平成18年宮城県条例第74号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

附 則 附 則 

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

３ 別表第１第２号ア及びエ（ただし書の規定を適用する場合を

除く。）の規定により認定こども園に置かなければならない保

育士の資格を有する者については、当分の間、幼稚園の教員の

免許状を有する者、小学校教諭の普通免許状（教育職員免許法

第４条第２項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。）を有

する者又は養護教諭の普通免許状を有する者（現に当該認定こ

ども園において主幹養護教諭、主務養護教諭又は養護教諭とし

３ 別表第１第２号ア及びエ（ただし書の規定を適用する場合を

除く。）の規定により認定こども園に置かなければならない保

育士の資格を有する者については、当分の間、幼稚園の教員の

免許状を有する者、小学校教諭の普通免許状（教育職員免許法

第４条第２項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。）を有

する者又は養護教諭の普通免許状を有する者（現に当該認定こ

ども園において主幹養護教諭又は養護教諭として従事している

議 第 107 号 議 案 －42－



て従事している者を除く。次項及び附則第７項において同じ。）

をもって代えることができる。 

者を除く。次項及び第７項において同じ。）をもって代えるこ

とができる。 

４ 別表第１第２号イの規定により認定こども園に置かなければ

ならない幼稚園の教員の免許状及び保育士の資格を有する者

（同号エの規定により保育士の資格を有する者又は幼稚園の教

員の免許状を有する者とする場合は、当該保育士の資格を有す

る者又は幼稚園の教員の免許状を有する者。次項及び附則第７

項並びに同号カにおいて同じ。）については、当分の間、小学校

教諭の普通免許状を有する者又は養護教諭の普通免許状を有す

る者をもって代えることができる。この場合において、当該小

学校教諭の普通免許状を有する者又は養護教諭の普通免許状を

有する者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基

づく教育に従事してはならない。 

４ 別表第１第２号イの規定により認定こども園に置かなければ

ならない幼稚園の教員の免許状及び保育士の資格を有する者

（同号エの規定により保育士の資格を有する者又は幼稚園の教

員の免許状を有する者とする場合は、当該保育士の資格を有す

る者又は幼稚園の教員の免許状を有する者。次項及び第７項に

おいて同じ。）については、当分の間、小学校教諭の普通免許状

を有する者又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代え

ることができる。この場合において、当該小学校教諭の普通免

許状を有する者又は養護教諭の普通免許状を有する者は、補助

者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事し

てはならない。 

５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 

７ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

附則第６項 ［略］ ［略］ 

別表第１第２

号カ 

別表第１第２号アの規定により

認定こども園に置かなければな

らない保育士の資格を有する者 

理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、心理担当職員（学校教育法

の規定による大学（短期大学を除

く。）若しくは大学院において、

心理学を専修する学科、研究科若 

７ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

附則第６項 ［略］ ［略］ 
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  しくはこれに相当する課程を修

めて卒業した者であって、個人及

び集団心理療法の技術を有する

もの又はこれと同等以上の能力

を有すると認められる者をい

う。）又は障害児の療育に関する

知識及び経験を有する者であっ

て、障害児の療育の指導を行う業

務に５年以上従事した経験を有

するもののいずれかに該当し、か

つ、子育てに関する知識及び経験

を有する者（以下「特定理学療法

士等」という。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

８ 附則第６項及び別表第１第２号カの規定により看護師等及び

特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護

師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格

を有する者（同号カただし書の規定による支援を行う者を除

く。）による支援を受けることができる体制を確保しなければ

ならない。 

 

（幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例） （幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例） 

９ 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間

帯において、別表第２第２号ウ本文の規定により幼保連携型認

定こども園に置かなければならない園児の教育及び保育（満３

歳未満の園児については、その保育。別表第１第２号イを除き、

以下同じ。）に直接従事する職員（以下この項、附則第11項及び

８ 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間

帯において、別表第２第２号ウ本文の規定により幼保連携型認

定こども園に置かなければならない園児の教育及び保育（満３

歳未満の園児については、その保育。別表第１第２号イを除き、

以下同じ。）に直接従事する職員（以下この項、第10項及び第13
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附則第14項において「職員」という。）の数が１人となる場合に

は、当分の間、別表第２第２号ウの表備考第１号の規定にかか

わらず、同号ウの規定により幼保連携型認定こども園に置かな

ければならない職員のうち１人は、知事が保育教諭と同等の知

識及び経験を有すると認める者とすることができる。 

項において「職員」という。）の数が１人となる場合には、当分

の間、別表第２第２号ウの表備考第１号の規定にかかわらず、

同号ウの規定により幼保連携型認定こども園に置かなければな

らない職員のうち１人は、知事が保育教諭と同等の知識及び経

験を有すると認める者とすることができる。 

10 別表第２第２号ウの表備考第１号に規定する者については、

当分の間、小学校教諭の普通免許状を有する者又は養護教諭の

普通免許状を有する者（現に当該幼保連携型認定こども園にお

いて主幹養護教諭、主務養護教諭又は養護教諭として従事して

いる者を除く。以下この項及び附則第14項において同じ。）をも

って代えることができる。この場合において、当該小学校教諭

の普通免許状を有する者又は養護教諭の普通免許状を有する者

は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育

に従事してはならない。 

９ 別表第２第２号ウの表備考第１号に規定する者については、

当分の間、小学校教諭の普通免許状を有する者又は養護教諭の

普通免許状を有する者（現に当該幼保連携型認定こども園にお

いて主幹養護教諭又は養護教諭として従事している者を除く。

以下この項及び第13項において同じ。）をもって代えることがで

きる。この場合において、当該小学校教諭の普通免許状を有す

る者又は養護教諭の普通免許状を有する者は、補助者として従

事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならな

い。 

11～13 ［略］ 10～12 ［略］ 

14 前４項及び別表第２第２号ウの表備考第５号の規定により同

表備考第１号に規定する者を小学校教諭の普通免許状を有する

者若しくは養護教諭の普通免許状を有する者、知事が保育教諭

13 前４項の規定により別表第２第２号ウの表備考第１号に規定

する者を小学校教諭の普通免許状を有する者若しくは養護教諭

の普通免許状を有する者、知事が保育教諭と同等の知識及び経
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と同等の知識及び経験を有すると認める者、看護師等又は特定

理学療法士等をもって代える場合においては、当該小学校教諭

の普通免許状を有する者、養護教諭の普通免許状を有する者、

知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者、看

護師等並びに特定理学療法士等の総数は、別表第２第２号ウの

規定により幼保連携型認定こども園に置かなければならない職

員の数の３分の１を超えてはならない。 

験を有すると認める者又は看護師等をもって代える場合におい

ては、当該小学校教諭の普通免許状を有する者、養護教諭の普

通免許状を有する者、知事が保育教諭と同等の知識及び経験を

有すると認める者並びに看護師等の総数は、同号ウの規定によ

り幼保連携型認定こども園に置かなければならない職員の数の

３分の１を超えてはならない。 

15 附則第12項及び附則第13項並びに別表第２第２号ウの表備考

第５号の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれも

が保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって

同表備考第１号に規定する者（同表備考第５号ただし書の規定

による支援を行う者を除く。）による支援を受けることができる

体制を確保しなければならない。 

 

  

別表第１（第３条、第４条関係） 別表第１（第３条、第４条関係） 

(1) ［略］ (1) ［略］ 

ア・イ ［略］ ア・イ ［略］ 

ウ 満３歳以上の子どものうち、教育時間相当利用児（１日 ウ 満３歳以上の子どものうち、教育時間相当利用児（１日
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に幼稚園と同程度の時間利用する子どもをいう。以下同

じ。）並びに教育及び保育時間相当利用児（１日に保育所と

同程度の時間利用する子どもをいう。以下同じ。）について

は、満３歳以上の教育時間相当利用児が認定こども園を利

用する時間に相当する時間につき、学級を編制するととも

に、当該学級を少なくとも１人の職員（常勤かつ専任のも

のに限る。次号ウにおいて同じ。）に担任させなければなら

ない。この場合において、１学級の子どもの数は、30人以

下としなければならない。 

に幼稚園と同程度の時間利用する子どもをいう。以下同

じ。）並びに教育及び保育時間相当利用児（１日に保育所と

同程度の時間利用する子どもをいう。以下同じ。）について

は、満３歳以上の教育時間相当利用児が認定こども園を利

用する時間に相当する時間につき、学級を編制するととも

に、当該学級を少なくとも１人の職員（常勤かつ専任のも

のに限る。次号ウにおいて同じ。）に担任させなければなら

ない。この場合において、１学級の子どもの数は、35人以

下としなければならない。 

(2) ［略］ (2) ［略］ 

ア～オ ［略］ ア～オ ［略］ 

カ アの規定により認定こども園に置かなければならない保

育士の資格を有する者並びにイの規定により認定こども園

に置かなければならない幼稚園の教員の免許状及び保育士

の資格を有する者については、１人に限って、当該認定こ

ども園に勤務する特定理学療法士等をもって代えることが

できる。ただし、当該特定理学療法士等は、補助者として

従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事しては
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ならず、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、

保育士の資格を有する者による支援を受けることができる

体制を確保しなければならない。 

 

(3)～(7) ［略］ (3)～(7) ［略］ 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

  

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

(1) ［略］ (1) ［略］ 

(1)の２ ［略］ (1)の２ ［略］ 

ア ［略］ ア ［略］ 

イ １学級の園児数は、30人以下としなければならない。 イ １学級の園児数は、35人以下としなければならない。 

ウ ［略］ ウ ［略］ 

(2) ［略］ (2) ［略］ 

ア 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専

任の主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭又は保育

教諭（以下「保育教諭等」という。）を１人以上置かなけれ

ばならない。 

ア 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専

任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭（以下「保

育教諭等」という。）を１人以上置かなければならない。 

イ ［略］ イ ［略］ 
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ウ ［略］ ウ ［略］ 

［略］ ［略］ 

備考 

(1) この表に定める員数は、副園長（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、

かつ、児童福祉法第 18 条の 18 第１項の登録（以下「登録」という。）を

受けたものに限る。）、教頭（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、

登録を受けたものに限る。）、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教

諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直

接従事する者の数をいう。 

(2)～(4) ［略］ 

(5) 第１号に規定する者については、１人に限って、当該幼保連携型認定

こども園に勤務する特定理学療法士等をもって代えることができる。た

だし、当該特定理学療法士等は、補助者として従事する場合を除き、教

育課程に基づく教育に従事してはならず、当該特定理学療法士等が保育

を行うに当たっては、同号に規定する者による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。 
 

［略］ ［略］ 

備考 

(1) この表に定める員数は、副園長（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、

かつ、児童福祉法第 18 条の 18 第１項の登録（以下「登録」という。）を

受けたものに限る。）、教頭（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、

登録を受けたものに限る。）、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、

助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の

数をいう。 

(2)～(4) ［略］ 

 

 

 

 

 

 
 

エ ［略］ エ ［略］ 

オ ［略］ オ ［略］ 

(ｱ) ［略］ (ｱ) ［略］ 

(ｲ) 主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭又は養護助教

諭 

(ｲ) 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭 

(ｳ) ［略］ (ｳ) ［略］ 

(3)～(9) ［略］ (3)～(9) ［略］ 

(10) ［略］ 

 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第54条の

規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場

(10) ［略］ 

 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第54条の

規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場
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合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第

14条第７項に規定する園児（以下「園児」という。）が」と、

「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。 

合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第

14条第６項に規定する園児（以下「園児」という。）が」と、

「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。 

(11) ［略］ (11) ［略］ 

ア ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

第５条第１項 入所している者 就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律第14条第７

項に規定する園児（以下「園

児」という。） 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

ア ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

第５条第１項 入所している者 就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律第14条第６

項に規定する園児（以下「園

児」という。） 

［略］ ［略］ ［略］ 
 

イ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第８条の規定

は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用

する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉

施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の

学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備について

は「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設

備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備

については「設備」と、同条第１項中「他の社会福祉施設

を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その

イ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第８条の規定

は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用

する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉

施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の

学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備について

は「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設

備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備

については「設備」と、同条第１項中「他の社会福祉施設

を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その
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運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」

とあるのは職員については「職員」と、設備については「設

備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員

については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備につい

ては「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第２項中「入

所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所し

ている者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員につ

いては「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律第14条第７項に規定する園児の保

育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほ

ふく室、保育室、遊戯室又は便所」と、「保育所の設備及

び職員については、」とあるのは職員については「他の社

会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、」と、設備につ

いては「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、」

と読み替えるものとする。 

運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」

とあるのは職員については「職員」と、設備については「設

備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員

については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備につい

ては「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第２項中「入

所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所し

ている者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員につ

いては「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律第14条第６項に規定する園児の保

育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほ

ふく室、保育室、遊戯室又は便所」と、「保育所の設備及

び職員については、」とあるのは職員については「他の社

会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、」と、設備につ

いては「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、」

と読み替えるものとする。 

(12) ［略］ (12) ［略］ 

(13) ［略］ 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

(13) ［略］ 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
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（平成24年宮城県条例第91号）第６条及び第13条の規定は、

幼保連携型認定こども園について準用する。この場合におい

て、同条例第６条第２項中「入所している者」とあるのは、

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律第14条第７項に規定する園児」と読み替える

ものとする。 

（平成24年宮城県条例第91号）第６条及び第13条の規定は、

幼保連携型認定こども園について準用する。この場合におい

て、同条例第６条第２項中「入所している者」とあるのは、

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律第14条第６項に規定する園児」と読み替える

ものとする。 

  

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例の一部を改正する条例（令和６年宮城県条例第

51号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

附 則 附 則 

  

１ ［略］ １ ［略］ 

（経過措置） （経過措置） 

２ 教育及び保育に従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び ２ 教育及び保育に従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び
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保育の提供に支障を及ぼすおそれがあると知事が認めるとき

は、令和10年３月31日までの間、この条例による改正後の別表

第１第１号アの規定（満３歳以上満４歳未満の子どもの教育及

び保育に従事する職員の数に関する基準に限る。）及び別表第２

第２号ウの規定（満３歳以上満４歳未満の園児の教育及び保育

に直接従事する職員の数に関する基準に限る。）は適用せず、こ

の条例による改正前の別表第１第１号アの規定（満３歳以上満

４歳未満の子どもの教育及び保育に従事する職員の数に関する

基準に限る。）及び別表第２第２号ウの規定（満３歳以上満４歳

未満の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基

準に限る。）は、なおその効力を有する。 

保育の提供に支障を及ぼすおそれがあると知事が認めるとき

は、当分の間、この条例による改正後の別表第１第１号ア及び

別表第２第２号ウの規定は適用せず、この条例による改正前の

別表第１第１号ア及び別表第２第２号ウの規定は、なおその効

力を有する。 

３ 教育及び保育に従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び

保育の提供に支障を及ぼすおそれがあると知事が認めるとき

は、当分の間、この条例による改正後の別表第１第１号アの規

定（満４歳以上の子どもの教育及び保育に従事する職員の数に

関する基準に限る。）及び別表第２第２号ウの規定（満４歳以上

の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基準に

限る。）は適用せず、この条例による改正前の別表第１第１号ア
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の規定（満４歳以上の子どもの教育及び保育に従事する職員の

数に関する基準に限る。）及び別表第２第２号ウの規定（満４歳

以上の園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基

準に限る。）は、なおその効力を有する。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に関する経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する認定こども園（幼保連携型認定こども園を除く。）における１学級の子どもの数については、第１条の

規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例（以下「新条例」という。）別表

第１第１号ウの規定にかかわらず、令和14年３月31日までは、なお従前の例によることができる。 

（幼保連携型認定こども園に関する経過措置） 

３ この条例の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園における１学級の園児数については、新条例別表第２第１号の２イの規定にか

かわらず、令和14年３月31日までは、なお従前の例によることができる。 

 

令和８年６月17日提出 
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宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩        
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議第108号議案 

訴えの提起について 

 災害対策用資機材一式の売買契約の解除に伴う損害賠償の請求について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号の規

定により、次のとおり訴えを提起することができるものとする。 

１ 訴 え の 趣 旨  次の判決を求める。 

（１） 相手方は、損害金11,945,900円及び令和８年４月１日から支払済みに至るまで年2.5％の割合による遅

延損害金を支払う。 

（２） 訴訟費用は、相手方の負担とする。

２ 訴えの相手方  東京都渋谷区笹塚三丁目33番３号 

株式会社電池屋 

  令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩
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議第109号議案 

和解について 

 県は、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に係る対策に要した費用についての損

害賠償の請求について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号の規定により、次のとおり和解できるものとする。 

１ 和解の相手方  東京都千代田区内幸町一丁目１番３号 

東京電力ホールディングス株式会社 

２ 和 解 の 内 容 

（１） 県と相手方は、本件に関し、別表記載の損害項目（別表記載の期間に限る。）について和解することとし、それ以外の点につい

ては、本和解の効力が及ばないことを相互に確認する。 

（２） 相手方は、県に対し、別表記載の損害項目（別表記載の期間に限る。）に係る和解金として、別表のとおり、合計金80,220,000

円の支払義務があることを認める。 

（３） 相手方は、県に対し、（２）記載の和解金を、県が署名（記名）押印した本和解契約書原本を相手方が受領した日の翌日から14

日以内に、県が指定する口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は、相手方の負担とする。 

（４） 県と相手方は、別表記載の損害項目（別表記載の期間に限る。）について、以下の点を相互に確認する。

ア 本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、県が相手方に対して別途損害賠償請求することを妨げない。

イ 本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、県は相手方に対して別途請求しない。

（５） 本和解に関する手続費用は、各自の負担とする。
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（別表） 
 

損害項目 期間 金額 

各事業に係る経費 

平成28年４月１日から平成29年３月31日まで 15,399,000円 

平成29年４月１日から平成30年３月31日まで 20,338,000円 

平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 16,483,000円 

人件費 平成28年４月１日から平成31年３月31日まで 28,000,000円 

合計 80,220,000円 

 

  令和８年６月17日提出 

 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩        

議 第 109 号 議 案 －58－



議第110号議案 

財産の取得について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第８号の規定により、宮城県東京職員宿舎用建物として次のとおり財産を取得するこ

とができるものとする。 

１ 取得しようとする財産の所在地  東京都文京区本駒込六丁目175番１ 

２ 取 得 し よ う と す る 財 産  建物 鉄骨造地上３階建て（延べ面積679.18㎡） 

３ 取 得 金 額  435,600,000円 

４ 取得しようとする財産の所有者  大阪府大阪市北区梅田三丁目３番５号 

大和ハウス工業株式会社 

  令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

議 第 110 号 議 案 －59－



議第111号議案 

工事請負変更契約の締結について 

 令和６年12月11日議第164号議案をもって議決され、令和８年３月18日議第83号議案をもって請負金額の変更につき議決された（仮称）

高等技術専門校１・２号館新築工事の請負について、次のとおり変更契約を締結することができるものとする。 

請 負 金 額  2,175,129,000円を2,170,553,000円に変更する。 

  令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

議 第 111 号 議 案 －60－



議第112号議案 

工事請負変更契約の締結について 

 令和５年12月19日議第167号議案をもって議決され、令和７年12月17日議第162号議案をもって請負金額の変更につき議決された主要地

方道女川牡鹿線大谷川浜小積浜トンネル（仮称）工事の請負について、次のとおり変更契約を締結することができるものとする。 

請 負 金 額  4,392,214,200円を4,695,288,400円に変更する。 

  令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

議 第 112 号 議 案 －61－



議第113号議案 

工事請負変更契約の締結について 

 令和６年12月11日議第165号議案をもって議決され、令和８年３月18日議第91号議案をもって請負金額の変更につき議決された宮城県築

館高等学校新第二グラウンド整備工事の請負について、次のとおり変更契約を締結することができるものとする。 

請 負 金 額  923,047,400円を915,720,300円に変更する。 

  令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

議 第 113 号 議 案 －62－



議第114号議案 

専決処分の承認を求めることについて 

令和８年３月31日、宮城県県税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により

別冊のとおり専決処分した。よって同条第３項の規定により、その承認を求める。 

  令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

議 第 114 号 議 案 －63－



議第115号議案 

専決処分の承認を求めることについて 

令和８年３月31日、令和７年度宮城県一般会計補正予算について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により別冊

のとおり専決処分した。よって同条第３項の規定により、その承認を求める。 

  令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

議 第 115 号 議 案 －64－



報　　　　　　　　告



報告第５号 

令和７年度宮城県歳出予算の繰越使用について 

 令和７年度宮城県歳出予算について、別冊繰越計算書のとおり繰越使用した。よって地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条

第２項（第150条第３項において準用する場合を含む。）並びに地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項及び地方公営企業法

施行令（昭和27年政令第403号）第18条の２第１項の規定により報告する。 

  令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

報 告 第 5 号 －66－



報告第６号 

専決処分の報告について 

 令和８年３月18日議第84号議案をもって議決された仙台高等技術専門校本館等解体工事の請負契約について、その一部の変更を地方自

治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により令和８年５月11日次のとおり専決処分した。よって同条第２項の規定により報告

する。 

請 負 金 額  518,370,600円を519,676,300円に変更する。 

  令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

報 告 第 6 号 －67－



報告第７号 

専決処分の報告について 

 令和７年12月17日議第158号議案をもって議決された気仙沼漁港岸壁整備工事の請負契約について、その一部の変更を地方自治法（昭和

22年法律第67号）第180条第１項の規定により令和８年３月24日次のとおり専決処分した。よって同条第２項の規定により報告する。 

請 負 金 額  550,000,000円を565,108,500円に変更する。 

  令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

報 告 第 7 号 －68－



報告第８号 

専決処分の報告について 

 令和７年３月14日議第67号議案をもって議決された主要地方道石巻鮎川線万石橋橋梁耐
りょう

震補強（下部工）工事の請負契約について、そ

の一部の変更を地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により令和８年４月24日次のとおり専決処分した。よって同条第

２項の規定により報告する。 

請 負 金 額  473,000,000円を517,082,500円に変更する。 

  令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

報 告 第 8 号 －69－



報告第９号 

専決処分の報告について 

和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により次のとおり専決処分した。よっ

て同条第２項の規定により報告する。 

和解の相手方 和解の内容 損害賠償の事由 損害賠償額 専決処分年月日 

個人 

県は相手方に損害賠償額79,338円を

支払うこととし、相手方はその余の請

求を放棄する。 

県管理道路の損傷に

よる事故 
79,338円 令和８年４月23日 

個人 

県は相手方に損害賠償額4,280円を支

払うこととし、相手方はその余の請求

を放棄する。 

職務執行上の過失に

よる事故 
4,280円 令和８年４月23日 

個人 

県は相手方に損害賠償額9,075円を支

払うこととし、相手方はその余の請求

を放棄する。 

職務執行上の過失に

よる事故 
9,075円 令和８年４月23日 

個人 

県は相手方に損害賠償額11,880円を

支払うこととし、相手方はその余の請

求を放棄する。 

職務執行上の過失に

よる事故 
11,880円 令和８年４月23日 

個人 

県は相手方に損害賠償額3,400円を支

払うこととし、相手方はその余の請求

を放棄する。 

職務執行上の過失に

よる事故 
3,400円 令和８年４月23日 

個人 

県は相手方に損害賠償額155,130円を

支払うこととし、相手方はその余の請

求を放棄する。 

県管理道路上の障害

物による事故 
155,130円 令和８年４月28日 

個人 

県は相手方に損害賠償額25,591円を

支払うこととし、相手方はその余の請

求を放棄する。 

県管理道路の損傷に

よる事故 
25,591円 令和８年４月28日 
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  個人 

県は相手方に損害賠償額138,125円を

支払うこととし、相手方はその余の請

求を放棄する。 

県管理道路上の落下

物による事故 
138,125円 令和８年４月28日 

個人 

県は相手方に損害賠償額5,346円を支

払うこととし、相手方はその余の請求

を放棄する。 

県管理道路の損傷に

よる事故 
5,346円 令和８年４月30日 

個人 

県は相手方に損害賠償額10,642円を

支払うこととし、相手方はその余の請

求を放棄する。 

県管理道路の損傷に

よる事故 
10,642円 令和８年４月30日 

角田市横倉字戸ノ内66番地１ 

株式会社仙石建築 

県は相手方に損害賠償額313,849円を

支払うこととし、相手方はその余の請

求を放棄する。 

県管理道路上の障害

物による事故 
313,849円 令和８年４月30日 

個人 

県は相手方に損害賠償額168,886円を

支払うこととし、相手方はその余の請

求を放棄する。 

県管理道路上の障害

物による事故 
168,886円 令和８年４月30日 

個人 

県は相手方に損害賠償額8,292円を支

払うこととし、相手方はその余の請求

を放棄する。 

県管理道路の損傷に

よる事故 
8,292円 令和８年４月30日 

個人 

県は相手方に損害賠償額257,904円を

支払うこととし、相手方はその余の請

求を放棄する。 

県管理道路上の障害

物による事故 
257,904円 令和８年４月30日 

個人 

県は相手方に損害賠償額229,042円を

支払うこととし、相手方はその余の請

求を放棄する。 

県管理施設の損傷に

よる事故 
229,042円 令和８年５月７日 

  令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩 

報 告 第 9 号 －71－



報告第10号 

専決処分の報告について 

 令和８年４月23日、県営住宅等の明渡請求等に係る訴えの提起について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定によ

り次のとおり専決処分した。よって同条第２項の規定により報告する。 

１ 訴えの趣旨 

県営住宅及び県営住宅駐車場の明渡し並びに滞納家賃、滞納駐車場使用料並びに県営住宅条例（昭和35年宮城県条例第12号）第39

条第４項及び第52条第３項に規定する金銭の支払を求める。 

２ 訴えの相手方等 

相手方 明渡しを求める物件 滞納家賃等の額 訴えの提起年月日 

個人 
県営将監第五住宅１戸 

県営将監第五住宅駐車場１区画 
245,400円 令和８年５月７日 

  令和８年６月17日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

報 告 第 10 号 －72－



報告第11号 

専決処分の報告について 

 交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により次のとおり専決

処分した。よって同条第２項の規定により報告する。 

和解の相手方 和解の内容 損害賠償額 専決処分年月日 

  個人 
県は相手方に損害賠償額132,829円を支払うこ

ととし、相手方はその余の請求を放棄する。 
132,829円 令和８年３月25日 

仙台市泉区歩坂町50番６号 

Ａ－ＳＴＡＮＤＡＲＤ株式会社 

県は相手方に損害賠償額330,480円を支払うこ

ととし、相手方はその余の請求を放棄する。 
330,480円 令和８年４月23日 

東京都港区南青山一丁目15番14号 

株式会社ＳＴＩフードホールデ

ィングス 

相手方は県に損害賠償額101,533円を支払うこ

ととし、県はその余の請求を放棄する。 
― 令和８年４月23日 

個人 
相手方は県に損害賠償額31,989円を支払うこ

ととし、県はその余の請求を放棄する。 
― 令和８年４月23日 

個人 
県は相手方に損害賠償額83,600円を支払うこ

ととし、相手方はその余の請求を放棄する。 
83,600円 令和８年４月23日 

個人 
県は相手方に損害賠償額102,275円を支払うこ

ととし、相手方はその余の請求を放棄する。 
102,275円 令和８年４月23日 

個人 
県は相手方に損害賠償額390,904円を支払うこ

ととし、相手方はその余の請求を放棄する。 
390,904円 令和８年４月23日 

個人 
県は相手方に損害賠償額70,400円を支払うこ

ととし、相手方はその余の請求を放棄する。 
70,400円 令和８年４月23日 

個人 
相手方は県に損害賠償額43,147円を支払うこ

ととし、県はその余の請求を放棄する。 
― 令和８年５月１日 

個人 
県は相手方に損害賠償額44,781円を支払うこ

ととし、相手方はその余の請求を放棄する。 
44,781円 令和８年５月１日 

報 告 第 11 号 －73－



個人 
県は相手方に損害賠償額175,632円を支払うこ

ととし、相手方はその余の請求を放棄する。 
175,632円 令和８年５月７日 

個人 
相手方は県に損害賠償額90,201円を支払うこ

ととし、県はその余の請求を放棄する。 
― 令和８年５月15日 

 

  令和８年６月17日提出 

 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩        

報 告 第 11 号 －74－




